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「図書館法」

（図書館奉仕）

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公

衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上

に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の

実施に努めなければならない。

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム

の収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その

他必要な資料（中略）を収集し、一般公衆の利用に供すること。



郷土資料（地域資料）とは

郷土資料 local material;local collection

図書館資料の種類の一つで、図書館の所在す

る地域や自治体に関する資料。以前は、郷土史

に関する資料とみなされた。地域資料ともいう。

現在の公共図書館は、その地域についての資料

を責任を持って収集することが業務の一つとし

て位置付けられており、それらのレファレンス

質問に答えることも重要な業務となっている。



収集対象地域には、近隣や県下を含めることも

ある。内容的には、郷土に関した資料という場

合と、郷土人や出身者による著書や郷土での出

版物、さらに古文書や出土品などまで含める場

合がある。また、行政資料を、郷土資料の一部

とする場合と別に扱う場合とがある。

 『図書館情報学用語辞典 第5版』令和2年8月25日

日本図書館学情報学会 用語辞典編集委員会



県立長崎図書館郷土課の地域資料
（郷土資料）の収集方法

・郷土資料は購入、寄贈、寄託により収集する。

・新聞、雑誌、インターネットなどの各種メディ

アを通じて出される新刊案内等により刊行情報の

入手に努め、速やかな購入・寄贈の手続きのもと、

幅広く網羅的に収集する

（長崎県立長崎図書館郷土資料取扱要領 第３条）



県立長崎図書館郷土課の地域資
料（郷土資料）の収集方法

・週刊新刊全点案内から探して購入

・Books PROから探して購入

・新聞記事から情報を探し、購入又は寄
贈依頼

・市町立図書館からの寄贈

・県民センターからの寄贈（行政資料）

・著者や発行元からの寄贈



県立長崎図書館郷土課の地域資
料（郷土資料）の収集方法

・国立国会図書館の所蔵資料を調べ、漏れ
があれば購入・寄贈などにより収集する

・各市町や学校への定期的な寄贈呼びかけ

・利用者からの情報



県立長崎図書館郷土課の
資料の特徴

寄贈資料が全体の６５％

逐次刊行物の割合が４０％



県立長崎図書館郷土課の収集方針

・郷土資料として、幅広く長崎県に関する資料を収集する。

・隣接する地域やその他の九州地方等に関する資料も長崎

県との関わりという観点から、収集に努める。

・行政、観光、教育、産業、ビジネス、スポーツに関する

分野の地域資料の充実を図る。

・長崎ゆかりの文学に関する資料の充実を図る。

・資料保存の観点から、原則複数を収集する。

・全分野にわたり網羅的に収集するが、「長崎学」に関す

る資料については、長崎歴史文化博物館との連携も考慮

し、複数収集しない場合もある。

（長崎県立長崎図書館郷土資料取扱要領 第２条）



県立長崎図書館郷土課の所蔵資
料

長崎県内で発行されている資料

長崎県について記されている資料

長崎県に関係する方が著作者である資料

行政、観光、教育、産業、ビジネス、ス
ポーツ他様々な分野の資料

刊本、逐次刊行物、パンフレット、チラシ、

ＣＤ、ＤＶＤなどの視聴覚資料



 クリアファイルに保存している写真添付



県立長崎図書館が所蔵する郷土
資料の利用の仕方

１冊目 後世へ残していく

保存用

２冊目 館外貸出し用資料

３冊目 館内貸出し用資料

２冊以上所蔵している場合は協力貸出が

可能



県立長崎図書館郷土資料センター



郷土資料センターの施設案内

閲覧室

約３万点の図書や雑誌、新聞

閉架室

約３４万点の資料が収蔵可能

多目的室

集会、研修などに有料で貸出し

エントランス

飲食のできるスペース

駐車場



ミライｏｎ図書館のサテライト
として

ミライｏｎ図書館の本を予約して、郷土資料セ

ンターで借りることができます。予約はホーム

ページやカウンターで行うことができます。郷

土資料センターに届いた資料は閲覧室内の予約

本コーナーで借りることができます。


